
令和８年度介護保険サービス事業者等
集団指導
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高槻市健康福祉部福祉指導課

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



１ 令和８年度介護職員等処遇改善加算について

２ 利用者（入所者）の安全並びに介護サービスの質の確保及び
職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置について

３ 生産性向上推進体制加算の算定要件について

４ 高齢者虐待の防止について

５ 身体的拘束等の適正化について

６ BCP（業務継続計画）の策定及び研修、訓練の実施について

７ 協力医療機関との連携及び市への届出について

８ 災害時情報共有システムの活用について
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１ 令和８年度介護職員等処遇改善加算について
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１ 令和８年度介護職員等処遇改善加算について①
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令和８年６月から制度の改正
①新区分の追加
②算定対象サービスの追加

があり、それに伴って一部算定要件の追加、およ
びサービスごとの加算率も上昇しています。

※令和８年４，５月については、前年度と同様です。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



１ 令和８年度介護職員等処遇改善加算について②
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【①新区分について】

今までの処遇改善加算Ⅰ～Ⅳのうち、
ⅠとⅡについて⇒処遇改善Ⅰ（イ）・Ⅰ（ロ）

処遇改善Ⅱ（イ）・Ⅱ（ロ）
という新区分に変わりました。

（イ）＝「前年度と同様の要件」
（ロ）＝「前年度と同様の要件」＋「令和８年度特例要件」
→（ロ）の方が加算率が高く、その分算定に必要な要件が増
えています。

※処遇改善加算Ⅲ及びⅣについては、区分の変更はありま
せん。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



１ 令和８年度介護職員等処遇改善加算について③
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処遇改善加算Ⅰ（ロ）、Ⅱ（ロ）の算定に必要な「令和８年度特
例要件」は、サービスごとに異なります。

◆小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期入所
生活介護、短期入所療養介護

⇒「生産性向上推進体制加算の届出あり」又は「ケアプランデータ連携シ
ステムを利用していること」

◆特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認
知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設
⇒ 「生産性向上推進体制加算の届出あり」

◆上記以外のサービス
⇒「ケアプランデータ連携システムを利用していること」

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



１ 令和８年度介護職員等処遇改善加算について④
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【②新対象サービスについて】

令和８年６月から、
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅介護支援
・介護予防支援（地域包括支援センターを含む。）
の４サービスが処遇改善加算の対象となります。

※算定要件について、その他のサービスと異なるので注意
が必要です。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



１ 令和８年度介護職員等処遇改善加算について⑤
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新対象サービスについては、加算区分が１つしかありません。
・今まで処遇改善の対象だったサービス⇒「処遇改善加算Ⅰ～Ⅳ」
・新しく処遇改善の対象となる４サービス⇒「処遇改善加算」

算定要件は以下のとおりです。

①「キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備等）」＋「キャリ
アパス要件Ⅱ（研修の実施等）」＋「職場環境等要件」

又は
②「令和８年度特例要件（ケアプランデータ連携システムの利用）」

※新対象サービスは、上記の①と②のどちらかを満たせば算定が
可能です。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



１ 令和８年度介護職員等処遇改善加算について⑥

9

その他具体的な算定要件については、
「介護保険最新情報vol.１４７９」をご確認くださ
い。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



２ 利用者（入所者）の安全並びに介護サービスの質の確保
及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員
会の設置について
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令和9年4月1日から義務化となります。
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事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その
他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該事業
所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び
職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を定期
的に開催しなければならない。

★短期入所系サービス、居住系（特定施設、グループホーム）サービス、
多機能系サービス、施設系サービス

２ 利用者（入所者）の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置について①
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12

２ 利用者（入所者）の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置について②

【委員会の構成メンバーについて】

管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成することが
望ましく、各事業所の状況に応じ、検討してください。

なお、生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差
し支えありません。

【委員会の開催頻度について】

本委員会の開催が形骸化することがないよう留意した上で、各事業所
の状況を踏まえ、適切な開催頻度を設定してください。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。
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２ 利用者（入所者）の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置について③

本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局「介護サービス事業における生産性
向上に資するガイドライン」等を参考に取組を進めることが望ましいとされています。

厚労省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html

この他、医療サービス版や
居宅サービス版もあります
ので、厚生労働省のホーム
ページをご覧ください。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html


３ 生産性向上推進体制加算の算定要件について
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３ 生産性向上推進体制加算の算定要件について①
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【算定要件】
＜生産性向上推進体制加算（Ⅱ）＞（下位区分）
①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産
性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
②見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。
③１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行う
こと。

＜生産性向上推進体制加算（Ⅰ）＞（上位区分）

①（Ⅱ）の①の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果
が確認されたこと。
②見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
③職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行って
いること。
④１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行う
こと。
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３ 生産性向上推進体制加算の算定要件について②

16

厚生労働省HPより参照

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



３ 生産性向上推進体制加算の算定要件について③
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【委員会について】

３か月に１回以上の開催が必要です。

また、以下の４項目について検討する必要があります。
①利用者の安全及びケアの質の確保について
②従業者の負担の軽減及び勤務状況への配慮について
③介護機器の定期的な点検について
④職員に対する研修について

⇒毎回の委員会で各項目の検討が必要となる点に留意し
てください。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



３ 生産性向上推進体制加算の算定要件について③

18

【研修について】

介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、
その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を
定期的に行ってください。

また、加算（Ⅰ）を算定するに当たっては、職員間の適切な
役割分担（いわゆる介護助手の活用等を含む。）による業
務の効率化等を図るために必要な職員研修等を定期的に
実施する必要があります。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



３ 生産性向上推進体制加算の算定要件について④
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厚生労働省HPより参照
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３ 生産性向上推進体制加算の算定要件について④
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その他、細かい算定要件等については、
「介護保険最新情報vol.１２３６」をご確認ください。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。

生 産 性 向 上 推 進 体 制 加 算 実 績 報 告 シ ス テ ム

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/report/



４ 高齢者虐待の防止について
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高齢者虐待防止法において、虐待の主体者が養介護施設従事者等による場合
の高齢者虐待の５種類とは、身体的虐待、介護・世話の放棄、放任、心理的虐待、
性的虐待、経済的虐待に分けられます。
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４ 高齢者虐待の防止について①

・身体的虐待－利用者への暴力行為、居室に閉じ込めるなど

・介護・世話の放棄、放任－利用者の状態をしっかりと把握せず、水分や
食事を十分に与えない、理由なく長期間の間入浴をさせない、ナースコー
ルに応答しないなど

・心理的虐待－利用者へ威圧的な態度をとる、無視をして精神的な負担を
与えるなど

・性的虐待－利用者へ性的なことを求める、利用者に羞恥心を感じさせる
など

・経済的虐待－利用者へ理由なく、金銭の使用の制限をかける、利用者へ
金銭の要求をするなど

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。
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事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければな
りません。

１ 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとと
もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

２ 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

３ 事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
すること。

４ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

１から４に該当する項目がひとつでも実施できていない場合は、減算となります。

４ 高齢者虐待の防止について②

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



５ 身体的拘束等の適正化について
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５ 身体的拘束等の適正化について①

25

【介護保険の運営基準】

サービスの提供にあたっては、「利用者又は他の利用者等
の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を
除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を
おこなってはならない。」

⇒⇒緊急やむを得ない場合とは…

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



26

身体的拘束等における緊急やむを得ない場合に該当する３つの要件

「切迫性」・・・ 利用者本人又は他の利用者の生命又は身体
が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

「非代替性」・・・身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代
替えする介護方法がないこと。

「一時性」・・・ 身体的拘束その他の行動制限が一時的なも
のであること。

※身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用
者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら
ない。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。

５ 身体的拘束等の適正化について①



５ 身体的拘束等適正化の推進について③
（身体的拘束廃止未実施減算 １）

（減算が適用となるサービス）

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、
特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対
応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護
小規模多機能型居宅介護

27

※一体的に運営している介護予防事業についても含みます。

また、一部のサービスにおいては、身体的拘束等に関する措置を
講じていない場合、減算の対象となります。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



５ 身体的拘束等適正化の推進について③
（身体的拘束廃止未実施減算 ２）

（減算が適用となる項目）

１ 身体的拘束等を行った場合に必要な記録を行っていない。

２ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上
開催していない。

３ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない。

４ 身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない。

１から４に該当する項目がひとつでも実施できていない場合は、減算となります。
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６ BCP（業務継続計画）の策定及び研修、訓練の実施につ
いて
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業務継続計画が策定できていない場合には、居宅療
養管理指導及び特定福祉用具販売を除くサービスは、

介護報酬の減算となります。

業務継続計画策定については、運営基準上、経過措
置がある居宅療養管理指導を除く全サービスに策定の
義務があります。

６ 業務継続計画の策定及び未策定減算について①

30

＊一体的に運営している介護予防事業についても含みます。

※自然災害と感染症の両方を策定する必要があることに留意してください

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



６ BCPに関する研修、訓練の実施について①

BCP（業務継続計画）に係る研修及び訓練については、各サービ
スにそれぞれ基準で定められた回数の実施が必要となります。

31

介護老人福祉施設、介護老人保健施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期入所生活介護、短期入所療養介護
認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護

研修：年２回以上
訓練：年２回以上

上記以外のサービス
研修：年１回以上
訓練：年１回以上

※新規採用時には別に研修を実施することが望ましいです。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



６ BCPに関する研修、訓練の実施について②

32

【研修について】
感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有すると
ともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行
うものです。

【訓練（シミュレーション）について】

感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続
計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した
場合に実践するケアの演習等を実施するものです。

研修及び訓練の実施内容については、議事録等の記録
（実施日時、参加者、実施した内容）を残してください。

※研修と訓練のそれぞれを実施したことがわかるようにしてください。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



７ 協力医療機関との連携及び市への届出について
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７ 協力医療機関との連携及び市への届出について①
（協力医療機関の要件 １）

（対象サービス）
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、
介護老人保健施設

（協力医療機関の要件）（令和９年４月１日から義務）

１ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う
体制を、常時確保していること。

２ 当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保
していること。

３ 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関
その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入
院を原則として受け入れる体制を確保していること。
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７ 協力医療機関との連携及び市への届出について①
（協力医療機関の要件 ２）

（対象サービス）

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同
生活介護
＊一体的に運営している介護予防事業についても含みます。

（協力医療機関の要件）

１ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う
体制を、常時確保していること。

２ 当該事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保
していること。

（努力義務）
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７ 協力医療機関との連携及び市への届出について②
（新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携）

36

事業者は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染
症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければなら
ない。

事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関であ
る場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、
新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ
ばならない。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



７ 協力医療機関との連携及び市への届出について③

１年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対
応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市に届け出てください。

毎年１月３１日までに
ご提出ください。
市ホームページ
ID：139597
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７ 協力医療機関との連携及び市への届出について④
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毎年確認を行う必要があります！！
確認を行った日を記載してください。

協力医療機関としての要件を
満たしていることがわかる協定
書になっていますか？

更新時に確認しましょう。

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。



８ 災害時情報共有システムの活用について
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８ 災害時情報共有システムの活用について①
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８ 災害時情報共有システムの活用について②
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８ 災害時情報共有システムの活用について③
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【報告対象サービス】
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護、介護老人保健施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、
⼩規模多機能型居宅介護、看護⼩規模多機能型居宅介護、特定
施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認
知症対応型共同生活介護、通所介護、地域密着型通所介護、認
知症対応型通所介護

システムに登録いただいているメールアドレスが誤って
いるケースが散見されますので、今一度メールアドレス
の再確認をお願いいたします！
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８ 災害時情報共有システムの活用について④

この音声はVOICEVOX：四国めたんを利用しています。
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【備蓄状況の報告について】

令和７年度末から介護施設等災害時情報共有システムに災害備蓄
物資や感染症対策のための物資等の備蓄状況を把握するための
報告機能を追加し、運用を開始しております。

災害時情報共有システムの報告対象となるサービス事業所にお
かれましては、本機能を活用した物資等の備蓄状況等の報告を
お願いいたします。


